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第１章 更なる改革に向けて 

 

  

（１）大綱の概要 

本市では、平成 17 年 10 月の旧 1 市 4 町の合併後、10 年後の「まちの姿」と

して「ひと、まち、歴史と自然が輝く 交流と創造のまち 山口」の実現を目指した

「山口市総合計画」を策定し、新市が目指すべきまちづくりの方向性を明らかにする

とともに、総合計画の目標を実現するための下支えとして、行政運営の方向性を明ら

かにした「山口市行政改革大綱」を策定しました。大綱は、平成 18 年度から平成 2

7 年度の 10 年間を計画期間とし、基本理念である「自立・協働によるまちづくりに

向けた経営基盤の改革」の達成に向けて、「協働によるまちづくりの推進」「行政組

織・体制の確立」「行政経営システムの確立」という 3 つの基本方針のもとに、改

革の具体的方策（推進項目）を示した「山口市行政改革大綱推進計画」（「山口市集

中改革プラン」を含む。）を備えた組み立てとしています。 

 

（２）実施状況 

本市では、大綱の推進計画に掲げた 71 の推進項目に取り組んできましたが、平成

18 年度からの 4 年間において、基本方針ごとの達成状況は下記のとおりとなってい

ます。完了の目安に達した「実施済」は 21 項目 29.6%、また、完了に向けて継続

的に実施している｢継続推進」は 42 項目 59.1%という進捗状況となっており、63

項目 88.7％について着実な推進が図られています。 

基本方針 項目数 実施済  継続推進 一部実施 検討中 

Ⅰ 協働によるまちづくりの推進 27 7(25.9%) 19(70.4%) 1(3.7%) 0 (0%) 

Ⅱ 行政組織・体制の確立 14 8(57.2%) 4(28.6%) 1(7.1%) 1(7.1%) 

Ⅲ 行政経営システムの確立 30 6(20.0%) 19(63.4%) ４(13.3%) 1(3.3%) 

全体計 71 21(29.6%) 42(59.1%) ６(8.5%) 2(2.8%) 

１ これまでの行財政改革の総括 

山口市行政改革大綱概要図 

 

山口市行政改革大綱推進計画 

計画期間：平成 18 年度～平成 22 年度（5 年間） 

山口市行政改革大綱 

計画期間：平成 18 年度～平成 27 年度（10 年間） 

山口市集中改革プラン 

計画期間：平成 18 年度～平成 22 年度（5 年間） 
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 各推進項目の今後の取り扱いは、別表１（P35）に掲げるとおりです。計画に掲

げた 71 項目のうち、完了の目安に達している 22 項目と、現状を検討した結果から

「廃止」と判断した４項目を除いた残りの 45 項目について、内容の見直しや項目整

理を行いながら継続することとします。 

 

（３）財政効果 

本市では、収納対策として市税等の徴収体制の充実強化や、未利用地の処分による

市有財産の有効活用等の歳入確保を図る一方で、職員数の適正化や給与の見直しをは

じめ、効果的な民間活用や内部管理経費の節減等の歳出抑制に取り組み、平成 18 年

度からの 4 年間で約 65 億 7 千 7 百万円の財政効果を発揮させるとともに、現在、

この合併効果によって捻出された財源を、新市の魅力あるまちづくりに活用していま

す。 

 

 

 

（４）主な取り組みと課題 

本市では、これまで３つの基本方針のもとに様々な取り組みを実施し、概ね順調な

成果と一定の財政効果を挙げてきましたが、更に取り組みを推進しなければならない

ものや改善が必要なもの、また新たに取り組むべき課題が生じています。 

基本方針 主な取り組み（実績）と課題 

取組 

（実績） 

市民参画による総合計画の策定 

外部監査制度の導入 

協働のまちづくり条例の制定 
Ⅰ協働によるまちづくりの推進 

課題 

本市が目指す「まちの姿」や「施策」の共有化 

広報・広聴機能の強化 

協働のまちづくりに向けた取り組みの充実 

取組 

（実績） 

総合支所機能の重点化 

職員数の適正化 

協働のまちづくりを推進するための部局の設置 

Ⅱ行政組織・体制の確立 

課題 

地域内分権を推進するための行政内分権 

市民満足度を高めるための執行体制の整備 

施策横断的課題解決に向けての取り組み体制の

整備 

取組 

（実績） 

行政経営システムの構築 

財政運営の健全化 

給与・手当等の見直し 
Ⅲ行政経営システムの確立 

課題 

行政経営システムの精度向上と効果的な運用 

将来を見据えた財政健全化 

市民応対の質向上策の強化と職員意識の改革 

財財財政政政効効効果果果：：：約約約６６６５５５億億億７７７千千千７７７百百百万万万円円円   

(((平平平成成成 111777 年年年度度度ををを起起起点点点とととしししたたた平平平成成成１１１８８８年年年度度度かかからららののの４４４年年年間間間))) 
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（１）地方公共団体を取り巻く情勢 

① 地域の自主性と自立性を高めるための改革と不断の行財政改革 

平成 12 年 4 月に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する

法律（地方分権一括法）」が施行されて以来、地方公共団体には、自らの判断

と責任において行政を運営することが求められており、特に、市町村について

は、住民に も身近な立場にある基礎自治体として、住民ニーズに主体的に対

応していくことが求められています。 

更に、平成 19 年４月の「地方分権改革推進法」の施行を契機として更なる

分権改革が推進され、地方分権推進委員会の勧告による提言をもとに、地方公

共団体の自主性・自立性を高め、自らの判断と責任による行政運営が行えるよ

うに、地方分権の推進に関する体制整備、いわゆる団体自治の強化について活

発な議論が展開されてきました。 

しかしながら、政権交代をした現政権では、平成 22 年 6 月の「地域主権戦

略大綱」の閣議決定において、国と地方が対等の立場で対話のできる新たなパー

トナーシップの関係へと根本的に転換を図るとともに、地域住民が、自ら暮らす

地域の在り方について自ら考え、主体的に行動し、その行動と選択に責任を負う

という住民主体の発想に基づいた改革、いわゆる住民自治の強化を目指す方向性

を明らかにするなど、従来の行政手法や仕組みの見直しをしようとしています。 

こうした中で、地方自治法の抜本的な改正について法案が国会に提出されるな

ど、この改革を体現する動きは進展しており、改めて住民に も身近な基礎自治

体が地域における行政の中心的な役割を担うものとして、ますます重要視されて

いるといえます。 

こうしたことから、今後、それぞれの地方公共団体にあっては、「地域の自主

性と自立性を高めるための改革」の動向を踏まえた上で、更にその先にある国や

地方公共団体の再編をも見据えながら、政策形成能力や行財政基盤の強化を図り、

自らの判断と責任において、高度化、多様化する住民ニーズ等に対して、地域の

実情に応じた主体的かつ積極的な対応ができるように、不断の行財政改革に取り

組んでいく必要があります。 

また、この地域の自主性と自立性を高める時代は都市間競争の時代ともいえ、

それぞれの地方公共団体にとっては、都市の特長を 大限に活かした施策を展開

し、都市としての魅力を高めていくことが重要となっています。 

  

２ 行財政改革をめぐる環境変化 
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② 地方公共団体の役割と経営 

少子・高齢化や核家族化等、社会経済情勢が大きく変化し、人々の価値観が

多様化する中で、行政に対する住民ニーズは高度化し、また広く多岐にわたっ

ており、地方公共団体、特に市町村が提供するサービスへの期待は高まってい

るといえます。 

しかしながら、拡大した住民ニーズにあわせて、行政自身も拡大しながらサ

ービスを提供していくことは、住民負担（税）の増加を招く観点からも現実的

な対応とはいえません。 

住民のみなさんが求めているニーズに適切に対応した魅力ある都市づくりを

展開し、発展させていくためには、住民や地域の団体、※ＮＰＯ、民間企業等、

その都市に関わる構成員と行政とがそれぞれの役割と責任に応じて手を取り合

って一緒に取り組んでいくことが大切となっています。 

現在、経済の成熟化や分権意識の浸透等によって、地域の問題を地域で解決

するという真の住民自治の意識も醸成されつつある状況にあります。 

このような中で、地方公共団体は、住民団体をはじめ、ＮＰＯや民間企業等、

多様な主体がサービスを提供していく多元的な仕組みを形成していくための戦

略本部としての役割を担うとともに、住民等と行政との適切な役割分担のもと

に、それぞれが互いの特性を理解し合い共通の目標に向かって共に取り組む「協

働」によるまちづくりを推進していく必要があります。 

また、地方公共団体がこれらの役割を果たしていくためには、既存の制度や

法令を運用するといった考え方ではなく、自らの判断と責任で法令等を積極的

に活用し、自立的に行動する「行政経営」という考え方へ転換することが必要

不可欠となっており、市民志向（顧客志向）、成果志向といった新たな視点で

まちづくりを進め、住民の選択と負担により、その地域に相応しいサービスを

提供するといった分権型の行政経営システムを確立していく必要があります。 
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（２） 本市を取り巻く情勢 

① 自主性・自立性の高い基礎自治体に向けて 

平成 12 年の地方分権一括法の施行以来、今般の「地域の自主性と自立性を

高めるための改革」に至るまでの間に、国のガバナンスのあり方という大きな

枠組みの中で、国と地方との関係の見直しについて議論が行われ、分権型社会

の実現に向けた取り組みとして、特に、住民に身近な基礎自治体の強化を必要

としたことから、国による財政支援措置を前提とした市町村合併が全国的に推

進されてきました。 

こうした中で、本市では、平成 17 年 10 月 1 日にこれまでの山口市、小郡

町、秋穂町、阿知須町及び徳地町の旧 1 市 4 町による合併を行い、少子・高齢

化といった社会経済情勢や生活圏の拡大といった合併による諸課題に適切に対

応するため、簡素で効率的・効果的な行政体制の確立と、合併効果を早期に、

そして 大限に発揮させる積極的な取り組みを進めてきたところです。 

平成 22 年 1 月 16 日には旧阿東町との合併も行いましたが、今後は、旧阿

東町との合併効果を発揮させるとともに、地域の自主性や自立性を重視した時

代に、本市がしっかりとした受け皿となれるよう、本市の将来を見据えた更な

る行財政基盤の強化を図っていく必要があります。 

また、本市が二度にわたる合併を行った背景には、真に自活できる都市基盤

の構築を図るとともに、本市固有の課題として、分散型の都市構造である山口

県において、県勢をリードできる存在感のある県都として、これに相応しい都

市となっていくためでもあります。 

こうしたことから、本市では、合併による行財政基盤の強化を下支えとして、

県中部地域に人口 60 万人から 70 万人規模の県勢発展にもつながる自立と自

活ができる広域経済・交流圏の形成と、圏域全体の豊かさに貢献できる「広域

県央中核都市」の創造に向けた取り組みを推進するとともに、合併による市域

の拡大や、多様化する市民ニーズ等にも適切に対応するために、地域の個性や

自主性を重視したまちづくり、いわゆる地域内分権を推進していくなど、合併

を 大限に活かした都市づくりを積極的に進めているところです。 

したがって、現在の本市の状況は、将来の国のガバナンスや国と地方の関係

の見直しに即応できるよう、地域の自主性や自立性を重視した時代に相応しい

基礎自治体となるための強化の途上にあるといえます。 
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② 財政状況と将来の見通し 

本市の財政状況は、国の「※三位一体の改革」による地方交付税の減少や、景

気低迷による税収の伸び悩みなどから、歳入が減少傾向にあるとともに、歳出

については、少子・高齢化の進展による社会保障費や公債費等の※義務的経費が

増大し、収支のアンバランスを基金で補填する状況を続けていましたが、この 5

年間における行財政改革の取り組みにより、当面の目標であった基金の取り崩

しに頼らない財政運営を軌道に乗せたところです。 

しかしながら、リーマンショックによる経済危機等の影響による我が国の景気

低迷は，企業収益の悪化や個人所得の減少等を引き起こしており、本市の自主財

源も市税を中心に大幅に減少しています。 

また、財政の自由度や健全性を表す※経常収支比率については、団塊世代の大

量退職による影響もあり、平成21年度には91.8％となっており、財政健全化計

画の計画期間が終了する平成22年度において、目標値の「90％未満」を達成す

ることは困難な見通しとなっています。 

更に、合併による財政支援措置は平成27年度から段階的に縮小し、平成32年

度をもって終了することから、中長期的には厳しい財政運営が予測されています。 
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（１） 更なる行財政改革の必要性 

本市では、旧 1 市 4 町による合併後の行財政改革の取り組みにより、主に行政の

スリム化、効率化といった合併効果の発揮と、新市における仕組みやシステムづくり

に重点的に取り組むなど、まずは行財政基盤の整備に向けた改革に取り組み、一定の

成果を挙げてきました。 

今後は、協働によるまちづくりに向けた取り組みの充実やそれを支えるための組織

体制の整備に加えて、本市の行政経営の中心的な役割を果たす行政評価システムの成

熟化を図るなど、これまで築き上げてきた仕組みやシステムの磨き上げ、 適化を図

るとともに、職員数の適正化など、旧阿東町との合併効果を早期に、そして 大限に

発揮させながら、合併による財政支援措置が終了する時点を見据えた上で、将来の安

定的な財政運営を目指して、現時点から計画的、段階的な取り組みを進めていく必要

があります。 

また、「地域主権戦略大綱」の策定により、国と地方の役割分担や基礎自治体重視

の姿勢が明らかにされるなど、将来の国と地方公共団体のあり方がより鮮明になりつ

つあることから、長期的な視点から国と地方公共団体の再編をも見据えた上で、他の

基礎自治体よりも一歩先にいけるような体制づくりを目指していくことが大切であ

り、こうした本市に影響を及ぼす環境変化に対して、柔軟かつ適切に対応していける

ように、都市として充分なポテンシャルを備えておく必要があります。 

本市がこれらの課題に適切に対応し、中長期的にも市民ニーズや新たな行政需要等

にも柔軟に対応できる行政運営を展開していくためには、地域経営の中心的な役割を

担う行政として、その役割を十分に認識した上で、首長のリーダーシップのもとに、

危機意識と改革意欲を首長と職員が共有していく中で、将来を見据えた持続可能な行

財政基盤の確立を図りながら、市民のみなさんに提供するサービスの質的向上にも応

えていけるように、更なる行財政改革に取り組んでいく必要があります。 

 

３ 見直しの基本的な考え方 
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（２） 見直しの視点 

大綱の見直しにあたっては、その方向性や構成を分かりやすくするため、行政サー

ビスの質的な向上に向けた取り組みを行う「質の改革」と、行政コストの削減や収入

増に向けた量的な取り組みを行う「量の改革」という 2 つの視点を設け、「これま

での行財政改革における課題」や「行財政改革をめぐる環境変化」、｢市民アンケー

ト等｣による市民のみなさんの御意見を踏まえた上で、見直しを進めることとします。 

本市では、まずは旧 1 市 4 町における合併効果を早期に発揮させるため、主体的

かつ先行的に財政効果を求めた取り組みを実施してきましたが、今後は、市民ニーズ

に的確に対応した満足度の高い行政運営を展開していくために、サービスの「質」を

より重視した「質の改革」に取り組んでいく必要があります。例えば、主なものとし

て、地域内分権の推進や行政評価システムの成熟化といった仕組みやシステムの精度

の向上をはじめ、窓口環境の改善や市民応対の質的向上といったサービス向上に資す

る環境づくりなど、市民サービスの質的向上を図る取り組みを行うことにより、市民

のみなさんの満足度向上に努めていきます。 

この｢質の改革｣を積極的に推進するためには、職員一人ひとりの自主的・自発的な

取り組みはもちろん、市民のみなさんと日頃から直接接し、市民のみなさんが求めて

いるニーズを的確に把握できる現場職員の「現場力」がたいへん重要となるため、第

一線に立つ職員が新しい発想と意欲を持って積極的に取り組める現場主義に基づい

た※ボトムアップ型の改革や改善を行える組織風土の醸成に取り組んでいきます。 

また、旧阿東町と合併をしたことから、今後は、効率的で効果的な執行体制のもと

に、合併による財政効果を早期に発揮させるとともに、合併支援措置の終了後をも見

据えた中長期的な視点から財政健全化へ向けた取り組みを行う、いわゆる「量の改革」

も合わせて進めていく必要があります。例えば、職員数の適正化や公共施設（建物）

の適正なマネジメント等による歳出削減や市有財産の有効活用等の総合的な歳入確

保に合わせて取り組み、将来にわたって持続可能な行政運営を展開していくための必

要な財政基盤を確立していきます。 

本市では、これら「質」と「量」の２つの改革を両輪として相乗効果を発揮させな

がら、大綱の基本理念である『自立・協働によるまちづくりに向けた経営基盤の改革』

を図り、「心豊かに暮らし続けることができるまちづくり」や「市民のみなさんが誇

りを感じるまちづくり」を展開していく中で、本市が目指すまちの姿「ひと、まち、

歴史と自然が輝く交流と創造のまち 山口」の実現を図っていきます。 
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・市税等の収納対策

・公共施設の適正なマネジメント

・職員数の適正化

○歳入確保

○その他財源を確保する取り組み

・市有財産の有効活用（貸付・売り
　払い）

・公共事業にかかるコスト構造改善

・地域内分権の推進

○歳出削減

【質の改革】

＜サービス向上に向けて＞

○仕組みやシステムの質的向上

【量の改革】

＜財政健全化に向けて＞

○サービス向上に向けた環境づくり

・窓口環境の改善

・行政評価システムの成熟化

・施策横断的な課題解決やプロジェ
　クトの推進

・窓口サービスの拡充

○その他市民サービスの質向上に
   資する取り組み

・市民応対の質向上対策

更なる行財政改革が必要！

       　　新たな要因への対応

○「地域主権戦略大綱」への対応（基礎自治体重
　　視）
○将来の国と地方公共団体のあり方をも見据えた
　体制づくり

○旧阿東町との合併効果の発揮
○平成３２年度に終了する合併優遇措置を見据え
　た財政の健全化

         　既存の課題への対応

○これまでの改革の積み残しや課題への対応

○これまで築き上げてきた仕組みやシステムの
　磨き上げ

『自立・協働によるまちづくりに向けた経営基盤の改革』

相乗効果

満足度
向 上

協働による
まちづくりの推進

行政組織・体制
の確立 行政経営システム

の確立

まちづくりの基本的方向性

『市民のみなさんが誇りを
感じるまちづくり』

見直しの基本的な考え方

まちづくりの基本的方向性

『心豊かに暮らし続けること
ができるまちづくり』
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第２章 大綱の基本的考え方 

 

 本市では、このたび大綱の見直しに対する基本的な姿勢として、これまでの実施状況

から課題等を検証するとともに、社会経済情勢や行財政改革をめぐる環境変化等を加味

した上で、見直しを進めることとしています。 

第 1 章で「これまでの行財政改革の総括」や「行財政改革をめぐる環境変化」にお

いて検証したところ、大綱の基本理念や基本方針という骨格部分について、現時点にお

いて改めて見直す特別な理由はないものと判断しています。したがって、引き続き、基

本理念の達成を目指して、基本方針のもとに総合的かつ計画的な取り組みを推進します。 

  

 

『自立・協働によるまちづくりに向けた経営基盤の改革』 

～「自己決定、自己責任」の経営実現に向けて～ 

 

地方分権の進展に対応し、地方が自由と責任を持って自立した行政運営を実施

していくためには、「まちづくりの主役は市民である」という住民自治の原点に

立ち返り、市民と行政とが適切な役割分担により、またお互いが「自己決定、自

己責任」を果たすことのできる自立した活動を展開する中で、協働してまちづく

りが推進できるような仕組みを構築する必要があります。 

また、合併して誕生した本市が新しいまちづくりを進めるためには、まずは合

併前の地域間において市民同士が一体感や仲間意識を持つことが重要であり、地

域の個性や特色の活用について、市民全員が違いを認め合い、尊重し合いながら、

心を一つにして取り組んでいく必要があります。 

本市が、地方分権を背景とした都市間競争の時代に、地域個性の活用や創意工

夫により本市独自の魅力や活力を創出し、自立した基礎自治体として生き抜いて

いくためには、市民と行政とが共通の目標を目指し、それぞれが自立した活動を

展開する中で、お互いの役割を理解し合いながら、行政においては、毎年度の予

算はもとより、施設をはじめ職員等の行政資源を有効に活用して、市民ニーズに

対応した行政サービスを効率的で効果的に展開することがたいへん重要となりま

す。 

このため、先例を踏襲することなどにより行政を管理・運営するという考え方

ではなく、市民志向（顧客志向）、成果志向で行政を経営していくという考え方

を基本として、行政の責務である「より良いサービスを効率的に市民に提供する

こと」を市民のみなさんとの信頼関係の中で果たしていくこととし、行政として

の自立と、協働によるまちづくりの実現に向けた経営基盤の改革を行います。

１ 基本理念 
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基本理念の達成に向けて３つの基本方針のもとに、施策を総合的かつ計画的に推進

します。 

 

Ⅰ 協働によるまちづくりの推進 

～市民との相互理解と信頼関係による協働への取り組み～ 

市民と行政とがお互いにパートナーとして協働し、これからのまちづくりを推

進していくためには、本市が目指す将来の「まちの姿」をお互いが共有する中で、

本市としては、行政運営が市民のみなさんの税金により実施されていることに対

する説明責任を果たすことはもちろん、公開が可能な情報については積極的に発

信・提供するなど、市政の透明性を高めるとともに、市民のみなさんから多くの

意見や情報を収集することに努め、それらをまちづくりに反映していくことで、

市民のみなさんの理解と信頼を確保していく必要があります。 

このため、施政方針をはじめとした本市の様々な情報について、より分かりや

すい形で積極的に市民のみなさんに提供するとともに、幅広い声を聞く機会を設

け、情報を共有することにより、市民のみなさんとの協働に向けたより良い環境

づくりを行います。 

また、市民のみなさんとの協働によるまちづくりの推進は、まちづくりの本来

の姿であるという認識に立ち、市民をはじめ、市民活動団体や地域活動団体、民

間事業者、大学、行政等の地域社会を構成する多様な主体が、お互いの特性や共

に地域社会を支えるパートナーであることを認識し合いながら、適切な役割分担

のもとに、それぞれが連携してまちづくりに取り組んでいく必要があります。 

このため、行政が担うべき役割を明確化した上で、今後も引き続き効果的な民

間活用を積極的に推進するほか、市民活動団体や地域団体等による自主的な活動

を支援することにより、協働によるまちづくりを支える担い手を育成するととも

に、地域交流センターを中心に本市が目指す「個性豊かで活力ある自立した地域

社会」を実現するための体制づくりを行うなど、常に市民のみなさんが主役とな

ることを基本として、市民等との協働に向けた体制づくりを行います。 

 

 

 

 

 

２ 基本方針 
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Ⅱ 行政組織・体制の確立 

～効率的で効果的な行政組織の再構築～ 

本市では、旧 1 市 4 町の合併に続き、旧阿東町とも合併したことにより、旧阿

東町を含めた合併効果を早期に発揮し、効率的で効果的な行政運営を行っていく

必要があります。このためには、サービスのあり方や地理的条件等により行政機

能を適正に配置するとともに、合併によるサービス低下を招くことのないように、

職員数の適正化を進めながら、これに対応した職員体制の確立について取り組ん

でいく必要があります。このため、全庁的な業務執行体制を整備する中で、本庁、

総合支所や地域交流センターの機能を明らかにした上で、市民のみなさんに迅速

かつ適切なサービスを提供できるよう、それぞれの機能の組み合わせによる効率

的で効果的な体制づくりを進めます。 

また、高度で多様な市民ニーズに迅速かつ的確に対応するためには、その本質

を見極め、実行に移すための戦略展開や意思決定を行う機能の強化を図るととも

に、目的志向で分かりやすい執行体制の構築を進める必要があります。このため、

市民サービスの質的な向上を図る体制整備を進めるとともに、部局横断的な政策

調整を含めた全庁的なマネジメント機能を強化し、施策目的に対応した分かりや

すい組織づくりを進めます。 

 

Ⅲ 行政経営システムの確立 

～行政資源を有効活用するための仕組みづくり～ 

市民のみなさんとの協働によるまちづくりを効率的・効果的に推進していくた

めには、市民と行政とがまちづくりの目標を共有する中で、施策の成果に基づい

た事業の「選択」と「集中」を市民のみなさんと共に進め、本市が持つ予算や人

材等の行政資源を有効に配分していくことが重要となります。 

このため、市民アンケート等により把握した施策の成果からマネジメントサイ

クルを運用する行政評価システムを効果的に機能させ、まちづくりの目標を達成

するための事業の重点化や見直し等を進めるとともに、行政資源（予算や人材等）

を効果的に配分するための包括的予算制度や定員管理システムとの連動を十分に

図ることにより、成果に着目した行政経営システムの成熟化を図ります。 

また、そのためには、将来にわたる財政状況を克服し、持続可能な財政運営を

実現するとともに、市政を担う職員一人ひとりの質的向上を図っていく必要があ

ります。 

このため、中長期的な展望に立った健全な財政基盤の構築を目指すとともに、

人事制度改革を推進し、個々の職員の意識改革や人材育成を行います。
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（１）大綱の役割 

この大綱は、本市が目指す行政運営の方向性を明らかにしたものであり、本市のま

ちづくりの基本となる「山口市総合計画」に掲げる「ひと、まち、歴史と自然が輝く

交流と創造のまち 山口」を効率的・効果的に実現していくための経営方針としての

役割を担うものです。 

 

（２）大綱の計画期間 

この大綱は、本市が推進する行政改革の目標と、それを達成するための基本方針や

取り組むべき改革の方向性を明らかにしたもので、計画期間は平成 18 年度から平成

27 年度までの 10 年間とします。 

また、大綱の推進計画は、大綱で定めた改革の方向性に沿った個々の推進項目（別

表２）について、年度ごとの実施内容等を明らかにしたもので、計画期間は平成 23

年度から平成 27 年度までの 5 年間とします。推進計画の内容については、実施状

況等の評価により、毎年度見直しを行います。 

 

３ 大綱の性格 

年度 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

総合計画の推進を下支え

ま
ち
づ
く
り
分
野

行
財
政
改
革
分
野 行政改革大綱推進計画 行政改革大綱推進計画（改訂版）

（平成18年度～平成27年度）

山口市行政改革大綱
見直し

山口市財政運営健全化計画
山口市定員管理計画

新市
建設計画

山口市総合計画　（まちづくり計画）

（平成20年度～平成29年度）

見直し
実行計画 （３年）

山口市財政運営健全化計画
山口市定員適正化計画
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本市では、基本理念の達成を目指すため、大綱推進の要となる 3 つの基本方針ご

とに、平成 18 年度から 10 年後の数値目標を設定し、これに向けた積極的な取り組

みを行います。 

 

○ 市民との情報共有 

（市のホームページを読んでいる市民 50％以上） 

○ 効率的な職員体制 

（職員数 1,700 人以下：10 年間で 250 人以上の純減） 

（旧阿東町との合併効果を含めた数字） 

○ 健全な財政基盤 

（財政構造の弾力性 経常収支比率 85％未満） 

 

また、大綱を計画的に推進するため、改革の方向性に沿った個々の推進項目につい

ても可能な限り目標の数値化に努めることとし、数値目標については、山口市行政改

革大綱推進計画や、大綱を補完するために策定する計画等の中で示すこととします。 

 

４ 数値目標 
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第３章 改革の方向性 

 

基本方針から展開する主要な施策の柱を明らかにするとともに、その実現に向け、

具体的に取り組むべき施策の方向性を示します。 

また、具体的に取り組むべき施策の方向性に沿って、今後 5 年間に取り組む個々

の推進項目を明らかにします。 

 

 《大綱の体系図》 

 

  基本理念 

『自立・協働によるまちづくりに向けた経営基盤の改革』 

～「自己決定、自己責任」の経営実現に向けて～ 

 

 基本方針 

Ⅰ 協働によるまちづくりの推進 

～市民との相互理解と信頼関係による協働への取り組み～ 

 

  １ 市政情報の共有化       （１）まちづくり構想の共有化 

    の推進            （２）情報提供の推進 

                   （３）広聴機会の拡充 

                   （４）市政の透明性の確保 

 

  ２ 協働の推進          （１）市民活動・地域活動の促進 

                   （２）協働推進体制の整備 

                   （３）民間活用の推進 

 

 基本方針 

Ⅱ 行政組織・体制の確立 

～効率的で効果的な行政組織の再構築～ 

 

  １ 行政体制の整備        （１）地域内分権に向けた体制整備 

                   （２）業務執行体制の整備 

 

  ２ 行政組織の再編        （１）マネジメント機能の充実 

                   （２）施策目的に応じた組織づくり 
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 基本方針 

Ⅲ 行政経営システムの確立 

～行政資源を有効活用するための仕組みづくり～ 

 

  １ 施策展開型経営手       （１）行政評価システムの浸透 

    法の浸透           （２）資源配分システムの構築 

 

  ２ 健全な財政基盤の       （１）中長期的な財政運営の健全化 

    確立 

 

  ３ 人事・給与制度の       （１）人事制度改革の推進 

    推進             （２）職員研修と職場環境の充実 

                   （３）多様な人材活用と総人件費のバランス 
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Ⅰ 協働によるまちづくりの推進 

～市民との相互理解と信頼関係による協働への取り組み～ 

 

 

（１）まちづくり構想の共有化 

 【現状と課題】 

平成 17 年 10 月の旧 1 市 4 町の合併に引き続き、平成 22 年 1 月に旧阿東町

と合併した本市にとっては、全市的な一体感の醸成や仲間意識を育んでいくこと

がたいへん重要です。このため、市民参画により策定した「山口市総合計画」や

「山口・阿東新市基本計画」に掲げる将来の「まちの姿」、すなわち｢ひと、まち、

歴史と自然が輝く交流と創造のまち 山口」という都市像と、その実現を目指す施

策目的についても、市民のみなさんと共有した上で、同じ目的を持ちながら市民

と行政が協働してまちづくりを実践していくという意識を持つ必要があります。 

しかしながら、市民アンケート調査によると、多くの市民のみなさんが「まち

の姿」についてイメージできていない上に、まちづくりを具現化する施策目的に

ついても、市民のみなさんに関心を持ってもらうまでには至ってない状況となっ

ています。 

今後は、できるだけ多くの市民のみなさんと共有できるように、あらゆる機会

を通して、積極的な周知に取り組むとともに、より効果的な方法の検討や、総合

計画の「まちづくり計画」を市民のみなさんと新たに策定していく過程において

も、本市が目指す都市像やその実現に向けての具体的な施策等について、市民の

みなさんにいかに浸透を図るか、共に知恵を絞りながら検討していく必要があり

ます。 

 

 【改革の方向性】 

これまでのまちづくりの方向性や時代の変化等を踏まえた上で、市民参画によ

る新たな「まちづくり計画」の策定を進めるほか、広報媒体や移動市長室の活用は

もとより、地域担当職員をはじめとした職員一人ひとりが市民のみなさんと共にま

ちづくりを推進する中で、積極的な情報提供を行うことにより、本市が目指す「ま

ちの姿」や、そのための施策目的について、市民のみなさんと共有する取り組みを

進めます。 

   

 【推進項目】 

◆ 市民参画による総合計画のまちづくり計画策定    

◆ 本市が目指す「まちの姿」と施策目的の共有化 

１ 市政情報の共有化の推進 
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（２）情報提供の推進 

 【現状と課題】 

市民のみなさんに市政等の情報を提供していくことは、市民のみなさんへの説

明責任を果たし、市政の透明性を確保するとともに、協働のまちづくりを進める

上でも、たいへん重要です。 

本市では、市報をはじめとする各種広報紙、テレビ・ラジオの広報番組やホーム

ページ、報道機関を介した情報提供等により市政情報を発信していますが、市民ア

ンケート調査によると、約８割の方々が市報で情報を得ていると回答されています。

しかしながら、紙面に限りのある市報に全ての情報を網羅することは困難であり、

いかにして情報を効率的・効果的に整理し、提供していくかが課題となっています。 

また、本市が提供する情報が正確に市民のみなさんに伝わっているかどうか、市

民のみなさんが必要とする情報をタイミングよく提供できているかといったこと

などについて、検証していく必要もあります。 

こうしたことから、多くの市民のみなさんが市政に関する様々な情報を気軽に取

得できるよう、市政情報への※アクセシビリティの向上を図るとともに、多様な広

報手段を活用しながら、整理した情報を適切な時期に効果的に提供できる体制づく

りと、発信した情報の伝達度を検証する仕組みづくりに取り組む必要があります。 

また、これまで本市の広報においては、※ツールの整理と活用というスタンスに

とどまっていましたが、今後は、本市が目指しているまちづくりの方向性につい

ても、市民のみなさんと共有していくための戦略的な広報へと転換していく必要

があります。 

 

 【改革の方向性】 

市報やお気軽講座の内容等を更に充実させるとともに、迅速性や無限性といっ

たホームページの特性を活かした情報提供体制の充実に取り組むなど、積極的に

情報提供を図るための取り組みを進めます。 

また、情報提供手段のあり方や情報提供に対する伝達効果、効果的で組織的な

情報提供体制等、本市の情報提供機能について、民間有識者の意見等を踏まえた

上で見直しを図るほか、指針に基づいた職員研修や意識啓発を行い、情報提供の

重要性等について職員への浸透を図ります。 

 

 【推進項目】 

◆ 組織的な広報活動の推進      ◆ ホームページの充実 

◆ 市報の充実            ◆ お気軽講座の充実 

  ◆ ホームページの再構築
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（３）広聴機会の拡充 

 【現状と課題】 

市民のみなさんが行政に対して意見を伝えることができる機会を確保すること

は、市民主体の行政運営や市民参画を推進していく上で極めて重要です。 

本市の広聴活動については、市民のみなさんからの様々な意見・提案等を受け

付ける市長への手紙や電子メールといった受動的なもの以外にも、移動市長室をは

じめ、各種説明会、広聴会等を開催し、市民のみなさんと行政が情報交換を行う機

会を設ける取り組みを行っていますが、参加者が少ない、あるいは固定化されるな

ど、開催方法について工夫が必要となっています。 

また、より多くの市民のみなさんからの幅広い意見を取得するためには、市民

のみなさんが本市に対して気軽に意見を伝えることができる環境を整えることが

重要であり、多様な手法を活用して広聴機会の拡充を図る必要があります。 

また、政策立案段階において、必要に応じて市民アンケート調査や※パブリック

コメント等を行い、市民のみなさんの意見集約も行っているところですが、市民

のみなさんとの感覚のズレが生じないようにするためにも、市民のみなさんが求

めているニーズを的確に把握する必要があり、そのための組織的な取り組みを進

めていく必要があります。 

 

【改革の方向性】 

より多くの市民のみなさんの意見を市政に反映していくためには、既存の広聴

活動の一層の充実を図るとともに、情報化や IT 化の進展といった社会環境の変化

を踏まえた効果的な広聴手法の導入を図り、広聴機会の拡充に向けた取り組みを

推進します。 

また、総合支所や地域交流センターに寄せられた御意見や地域情報について、

庁内で共有できる仕組みづくりに取り組むなど、広聴活動の組織的な展開を図り

ます。 

 

 【推進項目】 

◆ 組織的な広聴活動の推進 

◆ 移動市長室の充実 

◆ 市民アンケートシステムの導入 

◆ 効果的な広聴機会の研究 
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（４）市政の透明性の確保 

 【現状と課題】 

情報提供と同様に市民のみなさんとの信頼関係を構築する上で、市政の透明性

を高めることは、たいへん重要なこととなります。 

本市では、情報公開条例により、市政への市民理解を深める観点から、市民の

みなさんへの積極的な情報提供に努めており、審議会等の会議を公開するほか、

会議の審議結果をはじめ、陳情や要望に対する回答や、各種要綱・指針をホーム

ページ上で公表するなど、透明性の確保に向けた取り組みを行っています。 

また、不祥事を未然に防ぐため、コンプライアンス研修や不当要求行為等に対

応する組織的な取り組みを行い、法令遵守の徹底に努めるとともに、高い倫理観

を持つ職員の育成に努めています。 

更に、行政事務のチェック機能を果たす監査について、専門的な知識が必要な

工事監査の外部委託を実施するとともに、個別外部監査制度の導入等により、監

査機能の強化に努めてきたところです。 

今後も引き続き、本市が持つ情報等の公開について、基本的な考え方や姿勢等

について職員への浸透を図り、透明性確保のための取り組みを推進していくとと

もに、職員に対する※コンプライアンス（法令等遵守）への対応等についても、組

織的な取り組みを継続的して行う必要があります。 

 

 【改革の方向性】 

本市の持つ情報については、個人情報等を除き、原則として、情報公開請求を

待つのではなく、ホームページ等を活用し、自らができるだけ多くの情報を積極

的に発信し、公表していく体制づくりを推進していきます。 

また、職員の公正な職務執行体制を確保するため、不当な働きかけに対しては

組織的に対応するほか、平素からコンプライアンス（法令等遵守）を徹底した職

場風土の醸成を図ることにより、市政の透明性確保に向けた取り組みを推進しま

す。 

  

【推進項目】 

◆ 組織的な広報活動の推進【再掲】 

◆ ホームページの充実【再掲】 

◆ コンプライアンス（法令等遵守）の推進 
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（１）市民活動・地域活動の促進 

 【現状と課題】 

市民活動や地域活動を行う団体は、より良い公共サービスを持続的に提供する

際の重要な担い手となりうる存在であり、これらの活動が活性化することは、協

働のまちづくりを推進していく上で、たいへん重要な要素です。 

本市では、市民活動と地域活動の役割や具体的な取り組みを明らかにした「山

口市協働推進プラン」を策定し、市民活動支援センター「さぽらんて」の運営を

はじめ、市民活動促進事業交付金等を活用し、ボランティアやＮＰＯ等の市民団

体の自立的活動を促進させる側面的支援を図るとともに、様々な地域課題を抱え

る※地域コミュニティに対しては、自治会等自治振興交付金やコミュニティ活動保

険の創設等の総合的な活動支援を行うなど、市民活動と地域活動の特性を踏まえ

ながら、それぞれの特性に合った活動支援を行うことで、協働によるまちづくり

を積極的に推進しています。 

そのような中で、市民活動団体については、自らの社会的価値の向上に取り組

むとともに、協働の相手方となる本市や地域活動団体との関係において、相応し

い関係を構築していくことが求められています。また、地域活動団体については、

地域のことは地域で解決できる、真に自立した地域社会を構築するため、新たな

人材発掘や担い手育成に取り組むことが喫緊の課題となっています。 

本市では、市民活動と地域活動それぞれの活発化を図ることはもとより、豊か

で深みのある、本市に相応しい協働のまちづくりを進めていくためにも、お互い

の活動が相互に連携し、補完していくような体制づくりを構築し、浸透させてい

く取り組みが必要となっています。 

 

 【改革の方向性】 

協働推進プランの取り組みを推進し、市民活動と地域活動の活発化を促進させ

るとともに、地域社会を支える担い手の育成や協働推進体制の構築を進めます。 

特に、地域が抱える課題等の克服も視野に入れ、市民活動団体と地域活動団体

との連携を図る取り組みを進めるほか、地域応援隊制度の浸透を図り、職員の積

極的な地域活動への参加を進めます。 

  

【推進項目】 

◆ 協働推進プランの推進      ◆ 団体事務局業務の見直し 

◆ 地域活動と市民活動の連携強化  ◆ 地域活動に対する職員参加の促進 

２ 協働の推進 
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（２）協働推進体制の整備 

 【現状と課題】 

本市では、「個性豊かで活力のある自立した地域社会」の実現を目指し、「山

口市協働のまちづくり条例」と、その指針となる「山口市協働推進プラン」を市

民のみなさんと共に策定し、協働のまちづくりの方向性を明らかにするとともに、

その具体的な取り組みとして、市内 21 の全地域を対象に「地域交流センター」

の設置や、地域づくりの核となる「地域づくり協議会」の設立支援等、まずは協

働のまちづくりに向けた体制整備を図ってきました。 

更に、合併後の市域の拡大や、多様化する市民ニーズ等に適切に対応するため、

地域交流センターに地域づくりを専門的に支援する「地域担当」を設置するとと

もに、地域が主体的にまちづくりを推進するための財政支援として「地域づくり

交付金」を創設するなど、将来の新たな地域自治組織の導入をも視野に入れた本

市に相応しい協働によるまちづくり（地域内分権）をスタートさせたところです。 

しかしながら、現時点においては、地域づくりの核となる地域づくり協議会に

ついては、組織的基盤の強化や地域づくりにおける担い手不足の解消等が課題と

してあり、組織運営の強化と人材育成の両側面からの支援が必要となっています。 

また、地域づくり計画については、地域づくり交付金制度と連動させるため、

地域課題を洗い出し、地域で優先順位を付け、その解決方策として誰が、何を、

どうするといった具体的な計画づくりと、それを実践するための体制強化が求め

られているほか、地域と行政の役割をお互いが理解した上で、地域づくり交付金

制度の充実に取り組んでいく必要があります。 

 

【改革の方向性】 

地域担当職員を中心として、地域ガバナンスの構築や地域づくり計画の策定に

向けた側面的な支援を行い、地域づくり協議会の充実支援に取り組むとともに、

地域づくりの担い手を専門的に育成するなど、協働推進体制の整備を進めます。 

また、地域と行政との適切な役割分担を明らかにした上で、地域づくり交付金

制度の充実を推進するほか、本市に相応しい地域自治組織の研究を進めます。 

 

【推進項目】 

◆ 協働推進プランの推進【再掲】  ◆ 地域づくり支援組織の設置 

◆ 地域計画の策定支援       ◆ 地域づくり交付金制度の充実 

◆ 地域づくり協議会の充実支援   ◆ 新たな地域自治組織の研究 
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（３）民間活用の推進 

 【現状と課題】 

市民サービスの提供等に民間企業や市民団体等の能力を活用することは、高度

化、多様化する市民ニーズに迅速に対応し、行政の責務である「より良いサービ

スを効率的に提供する」ためにも重要なことといえます。 

本市では、「民間活用ガイドライン」に基づいた「事業仕分け」の実施により、

定員管理と連動する「山口市民間化推進実行計画」を策定するとともに、「指定

管理者制度運用ガイドライン」に基づいた適切な指定管理者制度の運用を図るな

ど、積極的な民間活用に向けた組織的な取り組みを展開してきたところです。 

学校給食業務や保育園、清掃業務については、現在、民間化に向けた協議・検

討を行っており、保育園については、幼保一体化を見据えた「山口市公立保育園

民営化基本方針」を策定し、民営化に対する考え方等を明らかにしたところです。 

市民サービスの維持・向上を図っていくためには、常に現在の業務のあり方や

実施方法等の見直しを図る中で、民間活力を適切に活用した効率的な執行体制の

確立や市民サービスの質の向上を図る必要があり、その結果として、地域経済の

活性化に繋げていく視点がたいへん重要です。そのためにも、民間化の意義や効

果について、市民のみなさんに周知を図りながら、計画性をもって個々具体的に

進めていく必要があります。 

なお、民間活用への取り組みは、利用者等の安心・安全の確保や、地域経済の

情勢等を考慮しながら進めることが重要であり、推進に当たっては、行政責任を

明確にし、適切な管理監督機能等の発揮に留意する必要があります。 

 

 【改革の方向性】 

現在の進捗状況等を踏まえた新たな計画を策定するとともに、指定管理者制度

の充実に向けた取り組みや、※ＰＦＩその他民間活用手法の研究を進めます。 

また、学校給食業務や保育園、ごみ収集やごみ処分業務については、これらの

業務のあり方を検証し、本市として担うべき業務の内容等を明確にする中で、進

むべき方向性や個々具体的な内容を明らかにした上で、それぞれの業務に従事す

る職員数との連動を考慮した中長期的な視点により、段階的・計画的な民間活用

を進めていきます。 

  

【推進項目】 

◆ 民間化推進実行計画の策定・推進   ◆ 指定管理者制度の充実 

◆ 民間活用方法の研究 



- 24 - 

 

Ⅱ 行政組織・体制の確立 

～効率的で効果的な行政組織の再構築～ 

 

 

（１）地域内分権に向けた体制整備 

 【現状と課題】 

本市では、※ライフスタイルの変化に伴う市民ニーズの高度化や多様化をはじめ、

合併による市域の拡大に伴う影響や各地域が抱える固有の課題等に対して、適切

かつ迅速に対応していくため、各地域に配置している地域交流センター（総合支

所を設置している地域は、総合支所を含む。以下「地域交流センター等」という。）

の有効活用を図ることにより、市民と行政との協働によるまちづくりをベースに、

地域の個性や自主性を重視したまちづくり、いわゆる地域内分権を積極的に推進

し、「個性豊かで活力のある自立した地域社会」の実現を目指しています。 

この地域内分権を推進するにあたっては、市民と行政がそれぞれの責任と役割

を自覚し、対等・協力の関係を築いていく中で、地域の自主性等を活かした地域

づくりを推進してくため、意思決定や判断が地域で迅速に行えるように、地域交

流センター等の機能を更に強化していく必要があります。 

こうしたことから、市民の利便性やニーズ、住民自治の強化等の観点から、住

民に身近な地域交流センター等で実施した方が望ましい事務を洗い出し、権限・

財源を明らかにした上で、移譲の取り組みを進める必要があります。 

また、広域化した市域の影響により、市民のみなさんの声が市の施策等に反映

しにくくならないように、地域交流センター等が地域における広報・広聴機能の

役割を十分に果たしていくほか、今後、住民に身近な地域交流センターの機能を

より強化していく方向性を踏まえ、本市が目指す「広域県央中核都市」の創造と

いう本市が目指すまちづくりの方向性や広域的な市域となった地理的要素等の視

点から、総合支所方式について検証していく必要があります。 

 

【改革の方向性】 

本市に相応しい地域内分権を推進するため、住民に身近な事務事業について、仕

分けを行うとともに、地域交流センター等の機能を高めるために、事務内容や権限

を明らかにした上で、これらの移譲を進めます。 

 

 【推進項目】 

◆ 地域内分権に向けた事務・権限の仕分け ◆ 地域交流センター等の機能強化 

１ 行政体制の整備 



- 25 - 

 

 

（２）業務執行体制の整備 

 【現状と課題】 

本市では、旧 1 市 4 町の合併後、市民サービスの効率的・効果的な提供を図る

ため、総合支所サービスの重点化や本庁サービスの分散化（土木・保健・地籍調査・

環境衛生・下水道・固定資産税等）を図ることにより、合併効果を発揮した体制づ

くりを行うとともに、職員体制については、少数精鋭を基本として、これまでのサ

ービス水準を維持した上で、合併効果を発揮するための職員数の適正化に努めてい

ます。平成 18 年度からの５ヵ年で 118 名の純減目標に対して、平成 22 年４月

までに１５８名を純減し、計画の前倒しによる適正化を進めている状況です。 

こうした中、本市では、旧 1 市 4 町の合併に加えて、平成 22 年 1 月に旧阿東

町と合併をしたことから、旧阿東町分を加えた合併効果が求められており、特に、

更なる職員数の適正化に取り組むとともに、徳地地域と阿東地域における効率的・

効果的なサービス提供体制の整備を図っていく必要があります。 

また、市民アンケート調査によると、窓口サービスに対する多くの御意見をいた

だいており、今後、市民応対をはじめとしたサービスの質的向上を図るとともに、

窓口体制の充実に取り組み、市民満足度を高めていく取り組みを図っていく必要が

あります。 

こうしたことから、今後、本市では、職員数の適正化を図りながらも、サービス

機能を維持・向上させていけるような体制整備に取り組んでいく必要があります。 

 

 【改革の方向性】 

効率的で効果的な業務執行体制の確立を図るため、二度にわたる合併効果を発

揮するための職員数の適正化を図りながら、貴重な人材を有効に活用した少数精

鋭の組織体制の構築に取り組むとともに、市民ニーズに迅速に対応できるよう、

地域の特色や地理的条件等を踏まえた効率的で効果的なサービス提供体制を構築

します。 

また、できるだけ財政負担を増やすことなく、市民のみなさんの利便性や満足

度を高めるため、定期的な時間外窓口の開設や窓口環境の改善に向けた取り組み

を進めます。 

 

 【推進項目】 

◆ サービス供給体制の見直し    ◆ 窓口環境の改善 

◆ 職員数の適正化  

◆ 窓口サービスの拡充 



- 26 - 

 

  

 

（１）マネジメント機能の充実 

 【現状と課題】 

行政運営を効率的・効果的に行うためには、基盤となる組織体制についても、

市民志向（顧客志向）、成果志向といった経営の視点に立ち、自己決定と自己責

任による戦略展開が的確・迅速に行えるようにしていく必要があります。 

特に、市民ニーズが高度化、多様化している今日において、本市が魅力あるま

ちづくりを進めていくためには、部局を越えた横断的な組織連携による施策展開

を図ることが求められており、部局横断的な施策を全庁的にマネジメントする体

制を確立する必要があります。 

本市では、経営会議等を設置し、重要施策の協議や部局間の 終的な総合調整

等を行っているほかに、各部に政策管理室を設置し、予算の編成や執行に関する

権限、人員配置の権限等を移譲するとともに、部内の政策管理や部間の政策調整

を行い、自立した組織経営の実現に向けた体制づくりに努めています。 

しかしながら、部局横断的な施策への対応については、組織の縦割りの弊害等

により迅速な対応に支障がみられます。部局間調整の職務権限を明確にし、実効

性を発揮させる観点から、政策調整会議等のあり方を見直す必要があります。 

また、今後、職員数の適正化を図っていく中では、いかにして時間外勤務の縮

減や※ワーク・ライフ・バランスの実現を図るかといった課題があり、部局内の業

務量や業務の繁閑に応じた効果的で弾力的な執行体制が求められています。 

 

 【改革の方向性】 

効果的な行政評価システムの運用をはじめ、人材の有効活用による業務の繁閑

に応じた弾力的な執行体制の運用など、政策管理室を中心とした創意工夫による

自立した部局内※マネジメントを推進します。 

また、施策横断的な課題解決に向けて、部次長の持つ部局間調整権限を有効に

発揮させるため、政策調整会議と連携した新たな会議体の創設を進めるとともに、

必要に応じてプロジェクトチームを設置できる体制づくりを整備するなど、全庁

的なマネジメント体制の強化を進めます。 

 

 【推進項目】 

◆ 政策管理室のマネジメント力発揮  

◆ 政策調整会議等の見直し 

 

２ 行政組織の再編 
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（２）施策目的に応じた組織づくり 

 

 【現状と課題】 

本市では、効果的な行政経営を効率的に展開するため、「行政評価システム」

や「施策別包括的予算制度」の円滑な運用により、まちづくりの施策体系と連動

し、市民のみなさんが見ても分かりやすい組織体制の確立を目指した取り組みを

進めています。 

こうしたことから、施策目的に応じた効果的な事業展開が容易に図れるよう、

「施策体系の目的」が「組織の目標」と同じになるように事務事業の調整を行い、

個々の施策や基本事業の進行管理について、単独の部や課で意思決定を行えるよ

うな体制づくりに取り組んできました。 

今後も、施策別資源配分会議を円滑に運営するとともに、施策や基本事業を効

率的に推進するためにも、可能な限り調整部局を少なくしていく必要があり、総

合計画の見直しに合わせて、施策体系と連動した組織体制を確立していく必要が

あります。 

   また、総合計画に掲げた事務事業を着実かつ積極的に推進し、施策目的をより効

果的に達成していくため、業務を遂行する職員が施策目的をより明確に意識できる

ような取り組みをしていく必要があります。 

 

 【改革の方向性】 

本市のまちづくりの基本となる総合計画を着実に推進するため、行政評価によ

る事業調整が円滑に行えるよう、総合計画の施策体系と連動した組織体制を確立

します。 

また、各部局の役割を総合計画の施策目的に合わせるよう、事務分掌の見直しを

行うとともに、職員が施策目的と組織目的を意識するような取り組みを進めます。 

  

【推進項目】 

◆ 施策体系と連動した組織再編 

◆ 事務分掌の見直し  
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Ⅲ 行政経営システムの確立 

～行政資源を有効活用するための仕組みづくり～ 

 

 

 

（１）行政評価システムの浸透 

 【現状と課題】 

行政評価システムは、「市民と行政との協働」や「効率的で効果的な行政運営」

を実現するため、「計画策定（Plan）⇒ 実施（Do）⇒ 評価（See）」というマ

ネジメントサイクルを確立する中で、事業の目的や成果から事業の見直しや、行

政資源（予算、人材等）の配分、市民志向、成果志向といった経営感覚を促す職

員の意識改革等を行うための手段として、行政経営を行う上で重要な役割を果た

しています。 

本市では、既存の行政評価システムを、総合計画の施策体系に基づいたシステ

ムとして再構築し、平成 19 年度から実証運用を開始していますが、現在は、政

策管理室を中心とした年間を通したマネジメントサイクルを展開する中で、行政

評価の意図やスケジュールに対する職員の理解・浸透を図っているところです。 

今後は、行政評価の結果を、「選択」と「集中」による事業の取捨選択や、資

源配分（予算・人材等）に適切に反映するなど、行政評価システムの機能を更に

高めていくとともに、現在、行政内部で実施している行政評価について、その結

果に対する客観性を確保していくほか、行政評価システムを全庁的な改革・改善

風土の醸成にも活かしていくことが課題となっています。 

 

【改革の方向性】 

行政評価システムの精度を更に高めていく取り組みを進めるとともに、マネジメ

ントサイクルに合わせた組織的な改善風土の醸成に取り組みます。 

また、行政評価の結果に対して、有識者等の第三者から意見を聞く機会の確保

に取り組むとともに、評価（See）から計画（Plan）に繋がる過程の強化を図る

仕組みを検討します。 

 

 【推進項目】 

◆ 行政評価システムの充実     ◆ 業務改善の推進と改善意識の醸成 

 

１ 施策展開型経営手法の浸透 



- 29 - 

 

 

（２）資源配分システムの構築 

 【現状と課題】 

行政運営に必要な予算や人材等の行政資源には限りがあるため、各施策の目標

達成に向けた事業展開についても、それぞれが無制限に行えるものではありませ

ん。このような中、本市が各施策目的の達成を図るためには、真に必要な事業を

見極めた上で、これらの行政資源を効果的に配分し、有効な活用を図ることがた

いへん重要となっています。 

本市では、部局別包括的予算制度を旧山口市において導入していましたが、合

併後の新市における「山口市総合計画」の策定に合わせて、平成 19 年度から施

策別に財源を配分する「施策別包括的予算制度」を導入し、行政評価システムと

の連動により、効果的な施策展開を図る取り組みを進めています。 

今後は、配分経費の事業間調整や施策の方向性を加味した事業コストの 適化

等について検討し、予算制度の更なる充実を図る必要があります。 

また、人材の配分を行う定員管理については、現在、事業計画等に基づいたヒ

アリングによって定めていますが、今後は、行政評価の結果を 大限に活用し、

行政需要に応じた定員管理を充実させていく必要があります。 

 

 【改革の方向性】 

行政資源（予算、人材等）の有効活用を図るため、行政評価システムの評価結果

により施策の重点化や事業の選択を行うとともに、その実現のために必要となる行

政資源（予算、人材等）が、選択した事業等に対して適切に配分できる仕組みの充

実を図ります。 

 

 【推進項目】 

◆ 包括的予算制度の充実 

◆ 定員管理システムの充実 
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（１）中長期的な財政運営の健全化 

 【現状と課題】 

旧 1 市 4 町の合併当時、本市では、税収の伸び悩みや社会保障関係費の増大な

どへの対応により、基金からの繰入金に依存した財政構造となっており、こうした

危機的な状況を克服し持続可能な財政運営を確立するため、平成 18 年 9 月に「山

口市財政運営健全化計画」を策定し、将来的な収支見通しや財政指標等を明らかに

しながら、歳入と歳出の両側面から積極的な取り組みを進めてきたところです。 

これまでの取り組みにより、本市では、平成 22 年度当初予算では基金の繰り入

れに頼らない予算編成を行い、危機的状況を脱したところですが、今後、少子・高

齢化や人口減少の影響による市税収入の減少や、社会保障費の増加が見込まれるこ

とに加えて、合併支援措置のうち、合併特例債については、発行期限が平成 27 年

度となるほか、普通地方交付税の合併算定替えも平成 27 年度から逓減され、平成

32 年度に終了することから、中長期的には厳しい財政運営が予測されています。 

また、こうした厳しい財政状況において、道路や橋梁等の社会基盤について、今

後、更新を必要とする施設が増加し、集中するといった状況が予想される中で、本

市では、これらの整備はもとより、合併後に目的が重複等する公共施設（建物）に

ついて、地理的要素や耐用年数等を勘案した上で、統廃合による適正配置に努める

など、適正なマネジメントを行っていく必要があります。 

更に、土地開発公社については、近年の公共事業の減少や地価の下落といった要

因に加えて、主な役割である用地の先行取得についても基金の活用等他の手段もあ

り、所期の目的を達成していることから、解散を検討する必要があります。 

こうした状況を踏まえて、本市では、現時点から中長期的な財政健全化の視点に

立ち、その前段の取り組みとして、大綱の終了期間を目途に財政健全化に向けた土

台づくりを行っていく必要があります。 

 

 【改革の方向性】 

持続可能な財政運営を行っていくため、これまでの財政健全化に向けた取り組

みを継続しつつ、中長期を見据えた計画の策定に取り組むとともに、公共施設（建

物）の適正なマネジメントや土地開発公社の解散に取り組みます。 

 

 【推進項目】 

◆ 財政運営健全化計画の策定・推進    ◆ 土地開発公社の解散 

◆ 公共施設（建物）の適正なマネジメント ◆ 市有財産の有効活用 など 

２ 健全な財政基盤の確立 
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（１）人事制度改革の推進 

 【現状と課題】 

地方分権をはじめ、地域の自主性と自立性を高めるための改革が推進されてい

く中において、地方公共団体の業務については、ますます高度化、複雑化してい

くことが予想されるところですが、これに対応するためには、職員が個々の能力

を高めながら、組織力を強化することにより市民サービスの向上に取り組むこと

が重要となります。 

本市では、分権型社会に向けた地方公共団体を支えていく職員の育成を目的と

して、「山口市人材育成基本方針」を平成 20 年 3 月に策定し、「期待される職

員像」や「職員に求められる能力」を明からにした上で、これに基づいた人事・

研修制度の推進に取り組んでいます。 

特に、人事評価制度の構築については、全職員を対象に職位等に応じた行動を

評価する能力評価と、目標への取り組みを評価する業績評価（目標管理シート）

を試行的に導入し、平成 23 年度からの本格導入に向けた取り組みを行っている

ところです。これは、主に職員の人材育成をはじめ、組織目的に向かう職員の行

動や意識の浸透を図る観点から取り組むことを目的としていますが、人材育成へ

つながるシステムづくりと評価研修の確立が課題となっています。 

また、少数精鋭を基本とした職員集団を目指す中で、個々の職員の能力向上を

課題と捉え、若手職員による政策研究グループや国・県等への派遣を公募で行う

など、職員の意欲を重視する取り組みを行っているところです。今後も引き続き、

市民のみなさんから信頼される職員を目指した人事制度の充実を図っていく必要

があります。 

 

【改革の方向性】 

人事評価制度の趣旨の浸透を図り、公平・公正な評価結果を昇任・昇格や給与

へ反映させていくシステムづくりに取り組みます。 

また、職員が積極的に資格取得や派遣研修等にチャレンジできる環境づくりや、

職務内容等に応じた専門性の高い人材（プロフェッショナル）の確保・登用等に

取り組みます。 

  

【推進項目】 

◆ 人事評価制度の構築と推進    ◆ プロフェッショナルの育成 

◆ チャレンジ制度の推進 

３ 人事・給与制度の推進 
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（２）職員研修と職場環境の充実 

 【現状と課題】 

社会経済情勢の変動が激しい現在において、職員は、公務員倫理や市民志向を

はじめ、人権意識、業務に関する専門知識やコミュニケーション能力等、地方公

務員として身に付けるべき基礎的な知識や能力等に加えて、現状把握や課題整理

等により有効な施策を企画立案し、実践していくといった政策形成能力や、多様

化する市民ニーズに柔軟かつ的確に対応できる処理能力等を身に付け、発揮して

いくことが重要となっています。 

本市では、職場内の上司等が仕事を通じて行う「職場研修」をはじめ、役職に

応じた能力や専門的な知識等を習得するために、集中的・体系的に行う「特別研

修」や「派遣研修」のほか、通信教育制度や自主研究グループ助成制度等を活用

した「自己研修」などの職員研修に取り組んでいるところです。 

しかしながら、日々の応対時や市民アンケート調査では、職員の接遇や事務処

理に関する苦情等の御意見もいただいているところです。今後は、研修の成果を

職場の実践において十分に発揮し、機能させていく取り組みを行う必要がありま

す。 

 

【改革の方向性】 

これまで実施してきた職員研修の継続的な取り組みを行うとともに、学んだこ

とを実践に生かすための職場研修の充実やマネジメント力の強化を図ります。 

また、市民満足度を向上させるため、市民応対に関する職員の接遇について意

識の啓発を図り、職員一人ひとりの資質の向上に取り組みます。 

更に、※セクシャルハラスメントや※パワーハラスメントのない職場づくりや育

児・介護休暇の取得しやすい職場づくりなど、職場環境の整備が市民サービスの

向上につながるような取り組みを進めます。 

 

 【推進項目】 

◆ 職員研修の充実        

◆ 市民応対の質向上策の強化 

◆ 働きやすい職場環境の整備  
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（３）多様な人材活用と総人件費のバランス 

 【現状と課題】 

職員の給与やその他の勤務条件については、社会経済情勢の変化に適応すると

ともに、市民のみなさんの理解が得られるものである必要があります。 

平成 17 年 8 月に行われた人事院の給与勧告では、給与水準を平均 4.8％引き

下げた給料表の導入や 55 歳での昇給抑制措置の導入など、大規模な給与の構造

改革が示され、本市においても、これに基づく見直しを行うとともに、更に退職

手当をはじめ、特殊勤務手当の一部の他に福利厚生事業における各種給付金の見

直しに加えて、更に、社会経済情勢を鑑みた給料水準の適正化を目的とした独自

の給料抑制措置を実施するなど、職員給与等に関する具体的な取り組みを進め、

こうした職員の給与等の実態について、毎年度、国家公務員との均衡状況が分か

るようにした上で、市報等により公表してきたところです。 

一方、多様化する市民ニーズに対応するため、正規職員のほかに再任用職員や非

常勤職員、更には外部の人材の活用によって組織力のレベルアップを図りながら、

市民サービスの向上にも努めてきたところです。 

このように、多様な人材活用を行いつつサービスの維持向上に努めながら、給与

制度の見直しや職員数の適正化による総人件費の抑制を図ってきましたが、今後は、

職種に応じた給与制度や、行政委員会委員の報酬のあり方について、検討していく

必要があります。更に、職員の定年延長に向けた人事・給与制度の見直しや公務に

おける労働基本権問題等の課題についても、国の動向を注視しながら、慎重に対応

する必要があります。 

 

 【改革の方向性】 

給与制度は、国をはじめ、県内他市等の状況との均衡を図るとともに、職種に

応じた給与制度の導入、特殊勤務手当の見直しや時間外勤務の縮減等に取り組み

ます。 

また、多様な人材活用による「市役所力」の発揮と、総人件費の抑制を念頭に

置きながら、これらのバランスを図る取り組みを進めます。 

 

 【推進項目】 

◆ 総人件費改革の継続（給与・職員手当等の見直し） 

◆ 多様な人材の活用 

◆ 職員数の適正化【再掲】 
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第４章 推進方策 

 

大綱の推進に当たっては、市民のみなさんとの相互理解や信頼関係を基礎として、職

員一人ひとりがその責務を自覚し、全庁を挙げて取り組んでいきます。 

 

１ 市民との協働 

行政改革は、市民生活に密接に関連しており、市民のみなさんの理解と協力を得な

がら協働して進めていく必要があります。 

また、改革に寄せる市民のみなさんの期待と要望は大きく、その実行に対しては、

強い関心を持って注視されています。 

このため、この計画の実施状況や成果等を定期的に公表することにより、市民のみ

なさんへの説明責任を果たすとともに、情報共有を基礎として、真に実りのある改革

を実現します。 

 

２ 推進体制の整備 

庁内組織である「山口市行政改革推進本部」において大綱の進行管理を行うなど、

大綱の総合的な推進を図ることとし、各項目の推進に当たっては、推進部署を中心に、

推進本部において、大綱策定のために設置した部会を引き続き活用するなど、全庁的

に取り組みます。 

なお、各項目の計画的な取り組みを推進するため、年度ごとの推進計画を作成しま

す。推進計画については、毎年度、取り組みの評価を行い、見直しを行います。 

また、この計画の実施状況については、民間有識者等からなる「山口市行政改革推

進委員会」に報告し、行政改革の推進に関する意見を求めることとします。 

 

３ 職員の意識改革 

行政改革を推進するためには、市政を担う職員一人ひとりが常に各々の職務に対し

て使命感と問題意識を持ち、自らが主体的に努力することが も重要となります。 

このため、各職場において、改革に取り組む気運の醸成を一層図るとともに、職員

自らが改革の必要性を認識し、目標の達成に向け全力を尽くします。 
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                               （別表１） 

山口市行政改革大綱推進計画達成状況一覧

NO 推進項目 実施状況 完了の目安 今後の取扱い 検証内容

1 市民参画による総合計画の策定 ◎ ○ 完了 市民参画により総合計画が策定された。

2 本市が目指す「まちの姿」の共有化 ○ × 継続
市が目指す「まちの姿」について認識している市民の割
合が20.3%(目標50%)しかなく、更なる周知が必要であ
る。

3 施策目的の明確化・共有化 ○ × 継続
本市が目指す施策の方向性について共有している市民
の割合が27%(平成24年度までの目標30%）であるため、
更に周知が必要である。

4 情報発信に関する指針の作成 ○ × 継続
指針は策定したが、全庁的な広報機能への取り組みが
不十分であり、浸透を図る必要がある。新たな項目「組
織的な広報活動の推進」に包含した。

5 市報の充実 ○ × 継続

市民の市政情報の取得方法は圧倒的に市報が多い
（86.6%）ため、市民ニーズを十分に把握し、内容を充実
した上で、分かりやすい市報づくりを行っていく必要があ
る。

6 ホームページの充実 ○ × 継続

市民が必要な市政情報を取得ができるよう、情報量を
多くするとともに、「ＦＡＱ」の作成や検索機能の強化な
ど、市民の視点に立ったＨＰづくりに取り組む必要があ
る。（利用率8.6%）

7 メールマガジンの充実 ○ × 廃止
機能が重複するＨＰ上の携帯サイトの充実を行うため、
メールマガジンを廃止する。

8 お気軽講座の充実 ○ × 継続
交流センターの広報誌を見ての申込者は増加したが、
開催回数は減っており、引き続き広く周知を行い、市政
運営等について知ってもらう必要がある。

9 広聴活動に関する指針の作成 ○ × 継続
指針は策定したが、全庁的な広聴機能への取り組みが
不十分であり、浸透を図る必要がある。新たな項目「組
織的な広聴活動の推進」に包含した。

10 移動市長室の充実 ○ × 継続
多くの市民の声を伺えるような仕組みづくり、市政懇談
会との役割の明確化や開催方法等の検討が必要であ
る。

11 市民アンケートシステムの導入 ○ × 継続
電子媒体を使った広聴機能を拡充できるように、システ
ムの運用を促進させる必要がある。

12 効果的な広聴機会の研究 ○ × 継続
多くの市民からの意見を集約できる広聴機会の研究を
進めていく必要がある。

4 情報発信に関する指針の作成【再掲】 － － ―

13 外部監査制度の導入 ◎ ○ 完了
個別外部監査制度を導入し、監査機能の強化を図っ
た。

14 コンプライアンス（法令等遵守）の推進 ○ × 継続
不当要求マニュアルの周知や各階層別のコンプライア
ンス研修など、組織的な取り組みを引き続き実施してい
く必要がある。

15 市民活動推進支援の基本方針の見直し ○ × 継続
市民活動推進支援に対する基本方針は、「２１　協働推
進プランの策定」に包含するとともに、プランに掲げる活
動支援に関する取り組みを行う必要がある。

16 （仮称）地域交流センターの設置 ◎ ○ 完了 全ての地区で地域交流センターを整備した。

17 団体事務局業務の見直し ○ × 継続
協働のまちづくりを実現するためには、地域づくり協議
会の強化とあわせて、団体の自立に向けた意識の醸成
と指導・助言が必要である。

18 地域活動に対する職員参加の促進 ○ × 継続
協働のまちづくりに向けた基本的な考え方を職員へ周
知徹底する必要がある。

19 まちづくり基本条例の制定 ◎ ○ 完了
まちづくり基本条例を制定し、市民がまちづくりに参画で
きるように機会を確保した。

20
パブリックコメント等の実施に関する指針
の作成

◎ ○ 完了
指針が作成され、全庁的にパブリックコメントを実施する
状況となった。

21 協働推進プランの策定 ○ × 継続
推進プランを策定し、今後、プランに掲げる内容を実践
し、組織的な取り組みによって、プランの目的を達成す
る必要がある。

22 地域計画の策定 △ × 継続
数箇所（仁保、嘉川他）で地域づくり計画は策定された
が、引き続き全ての地域での策定を目指す必要があ
る。（策定の際には「地域福祉計画」との調整も必要。）

（２）協働推進体制の整備

　
　
　
Ⅰ
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

（４）市政の透明性の確保

　１　市政情報の共有化の推進

（１）まちづくり構想の共有化

実施状況：◎実施済　○継続推進　△一部実施　×検討中

施策体系

 ２　協働の推進

（１）市民活動・地域活動の促進

（２）情報提供の推進

（３）広聴機会の拡充
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NO 推進項目 実施状況 完了の目安 今後の取扱い 検証内容

23 民間活用ガイドラインの作成【集中改革】 ◎ ○ 完了
予算編成を通してガイドラインによる民間活用の審査が
行われるようになった。

24 事業仕分けの実施【集中改革】 ◎ ○ 完了
全事業について民間化に対する事業仕分けを実施し
た。（平成19年度実施）

25 民間化推進実行計画の策定・推進【集中改革 ○ × 継続
実行計画は策定されたが、引き続き各推進項目の民間
化に取り組み、目標の達成を目指す必要がある。

26 民間活用方法の研究【集中改革】 ○ × 継続
活用方法の研究等は行われているが、ＰＦＩや市場化テ
スト等の効果的な活用について引き続き検討が必要で
ある。

27 指定管理者制度の活用【集中改革】 ○ × 継続
指定管理者制度の導入が可能なものについては、全て
の施設について制度の導入を検討し、ＰＤＣＡサイクル
の運営による制度の充実を図る必要がある。

（１）総合支所機能の明確化

28 総合支所機能の重点化 ◎ ○ 完了
ワンストップサービスによる総合窓口体制の整備を行っ
た。

29 総合支所の所管区域の見直し × × 廃止
効率的なサービス供給体制が浸透したことや、地域内
分権を推進する観点から、行政の所管区域を見直す必
要性は薄れてきた。

（２）業務執行体制の整備

30 業務実態調査の実施 ○ × 廃止

ヒアリングを通じて毎年度業務量を把握している。効率
的な業務執行体制を構築するため、業務量の定量的把
握（コストの見える化等）は必要だが、まずは合併後の
職員定数の適正化が図られた後に調査する方が効果
的であるため、今計画への掲載を見送るものとする。今
後も手法については研究する。

31 サービス供給体制の見直し【集中改革】 ○ × 継続
旧阿東町との合併により、徳地地域と阿東地域のサー
ビス供給体制について調整を必要とする。

32 職員数の適正化【集中改革】 ◎ ○ 完了
旧１市４町との合併後における5年間の職員純減目標
数（118名）を達成した。

33 時間差勤務制度の導入 ◎ ○ 完了 「勤務時間シフト制度」の導入を図り、実施している。

34 担当制度の理解・運用 ○ × 継続
ＮＯ３５「政策管理室機能の充実」に包含し、課の運営の
みならず、自立した部局運営の充実を図る必要がある。

（１）マネジメント機能の充実

35 政策管理室機能の充実 ○ × 継続
部局外の調整機能の円滑な運用とともに、部局内のマ
ネジメントの更なる強化が必要である。

36 総合政策部の役割強化 ◎ ○ 完了
施策展開が戦略的に実施できるように、事務分掌に位
置づけを行い、機能強化を図った。

37 政策会議の見直し ◎ ○ 完了
市の最高意思決定となる経営会議など、トップマネジメ
ントが発揮できる会議体を設置した。

（２）施策目的に応じた組織づくり

38 支所及び出張所の見直し ◎ ○ 完了 支所や出張所を廃止し、地域交流センターを設置した。

39 自治振興部の設置 ◎ ○ 完了
地域振興部を設置し、協働によるまちづくりを推進する
体制整備を行った。

40 上下水道部の設置 ◎ ○ 完了
上下水道局を設置し、下水道事業の地方公営企業法の
適用により、自主的・自立的な経営展開が可能となっ
た。

41 施策体系と連動した組織再編 △ × 継続
円滑な行政経営が展開できるように、引き続き施策体
系と連動した組織再編を行っていく必要がある。

 １　施策展開型経営手法の浸透

（１）行政評価システムの再構築と浸透

42 行政評価システムの再構築【集中改革】 ○ × 継続

課や担当内において、行政経営の根幹をなす本システ
ムについて、職員への浸透を更に図る必要がある。ま
た、行政評価の客観性を高めるため、精度の向上を図
る必要がある。

43 事務改善推進員制度の再構築【集中改革】 ○ × 継続
職員提案制度や改善メールにより、全庁的な改善改革
風土の醸成を更に図る必要がある。

（２）資源配分システムの構築

44 包括的予算制度の再構築【集中改革】 ○ × 継続
引き続き施策目的達成に向けた事業推進が円滑に行
えるように制度の充実に取り組む必要がある。

45 定員管理システムの構築 ○ × 継続
行政評価の結果から、業務量に応じた適正な人員配置
について連携強化を図る必要がある。

（３）民間活用の推進

 １　行政体制の整備

 ２　行政組織の再編

実施状況：◎実施済　○継続推進　△一部実施　×検討中

施策体系
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NO 推進項目 実施状況 完了の目安 今後の取扱い 検証内容

 ２　健全な財政基盤の確立

（１）中長期的な財政運営の健全化

46 財政運営健全化計画の推進 ○ × 継続
引き続き将来にわたって持続可能な財政運営が確立で
きるような取り組みが必要である。

46-1 補助金等の見直し【集中改革】 ◎ ○ 完了 全ての補助金について見直しを実施した。

46-2 電子自治体構築計画の策定・推進【集中改革 ○ × 継続
引き続き費用対効果を考慮した電子自治体の構築に向
けた取り組みを行う必要がある。

46-3 内部業務経費の削減【集中改革】 ◎ ○ 完了
当初の数値目標を達成し、業務の集約化・効率化を
図った。

46-4
第三セクター等の自立的経営に関する指
針の作成【集中改革】

◎ ○ 完了
指針を作成し、三セクに対する経営改善への取り組み
を全庁的に行うようになった。

46-5 経営健全化の促進【集中改革】 ○ × 継続
阿知須まちづくり　街づくり山口について、計画策定を促
す必要がある。（現在策定中）

46-6 公的関与等の見直し【集中改革】 △ × 継続
引き続き三セクの自立的経営を促す観点から、人的・経
済的関与の見直しをはじめ、監視監督など、出資団体と
して関与を行う必要がある。

46-7
公共工事の経費縮減に関する行動計画
の策定・推進【集中改革】

○ × 継続
計画を策定し、財政効果を発揮しているものの、計画の
認知度が低く更に周知が必要である。

46-8 入札・契約制度の見直し【集中改革】 ○ × 継続
引き続き入札手続きの簡素化を図るとともに、コンサル
業者にも成績表の導入を検討する必要がある。

46-9 市税等の徴収率の向上【集中改革】 ○ × 継続
引き続き数値目標の達成を目指すとともに、収納課以
外の収納業務を行う他課へ徴収ノウハウを提供していく
必要がある。

46‐10 都市計画税の調整【集中改革】 △ ○ ※完了 合併調整のための全市的な調整を行った。
※平成２２年度９月議会にて条例制定

46‐11 使用料・手数料等の見直し【集中改革】 △ × 継続
施設の維持管理や事務処理等にかかる総額コストか
ら、算定基準を踏まえた、適切な受益者負担の割合を
検討する必要がある。

46‐12 市有財産の有効活用【集中改革】 ○ × 継続
引き続き普通財産の把握に努めるとともに、財産の有
効活用を推進する必要がある。

47 下水道事業の地方公営企業法適用化 ◎ ○ 完了
上下水道局を設置し、下水道事業の地方公営企業法の
適用を行った。

（１）人事評価、処遇制度の再構築

48 職員の能力向上【集中改革】 ○ × 継続
職員全員に対する人事調査書の実施、人材育成シー
ト、目標管理シートの導入により、職員の能力向上に対
する取り組みを行う必要がある。

49 人事評価システムの再構築 ○ × 継続
今後は指導する管理職員の説明能力やマネジメント能
力の向上や、評価基準の明確化など、評価システムを
充実させていく必要がある。

50 自己申告による任用制度の導入 ◎ ○ 完了
人事調査書等により自己申告を尊重した人事管理を実
施している。

51 多様な人材の確保・登用 ○ × 継続
再任用職員の活用や任期付職員の採用などにより、多
様な人材の確保・登用が図られているが、引き続き多様
な人材を活用する方法等を検討する必要がある。

52 退職勧奨制度の見直し × × 廃止
採用年齢（２９歳）の引上げと、退職勧奨要件（勤続２５
年）を勘案し、当面は制度の見直しを行わない。

（２）研修体制の確立

53 研修体系の再構築 ○ × 継続

研修体系を整理した研修概要を作成し、計画と実績報
告により研修制度の充実を図ってきており、通信教育講
座や自主研究グループなど研修制度を構築してきた。
引き続き自主的な能力開発のための研修制度の充実
を図る必要がある。

54 マネジメント研修の実施 ○ × 継続
ＮＯ５３「研修体系の再構築」に包含し、引き続き管理職
に対しての質及び量の充分な研修の実施が必要であ
る。

55 自己啓発のための環境づくり ○ × 継続
ＮＯ５３「研修体系の再構築」に包含し、通信教育や政策
形成、協働研修などを実施し、引き続き職員の自己啓
発を促す環境づくりが必要である。

56 市民応対の質向上策の強化 ○ × 継続
接遇研修等により市民応対の質向上を図っているが、
より市民満足度を高めるための新たな方策を検討する
必要がある。

（３）給与制度の再構築

57 給与制度の見直し【集中改革】 △ × 継続 職種に応じた給与制度の導入が必要である。

58 職員手当等の見直し【集中改革】 ○ × 継続
手当支給の趣旨を考慮した見直しや、国の基準に準拠
した見直しが必要である。

59 福利厚生事業の見直し【集中改革】 ◎ ○ 完了 見直しを進め、適正な事業展開を実施している。

継続（45）　完了(22)　廃止(4)

 ３　人事・給与制度の再構築

施策体系

実施状況：◎実施済　○継続推進　△一部実施　×検討中
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（別表２） 

新 新規 継続・充実

　　

新 　１　市民参画による総合計画の 新 ２５　地域内分権に向けた事務・ ３５　行政評価システムの充実

　　　まちづくり計画策定 　　　権限の仕分け ３６　業務改善の推進と改善意識の醸成

　２　本市が目指す「まちの姿」と 新 ２６　地域交流センタ-等の機能

　　　施策目的の共有化 　　　強化 ３７　包括的予算制度の充実

３８　定員管理システムの充実

新 　３　組織的な広報活動の推進 ２７　サービス供給体制の見直し

　４　市報の充実 新 ２８　職員数の適正化 ３９　財政運営健全化計画の策定・推進

新 　５　ホームページの再構築 新 ２９　窓口サービスの拡充 ４０　使用料・手数料等の見直し

　６　ホームページの充実 新 ３０　窓口環境の改善 ４１　市有財産の有効活用

新 　７　お気軽講座の充実 新 ４２　土地開発公社の解散

３１　政策管理室のマネジメント力 新 ４３　公共施設（建物）の適正なマネジメント

新 　８　組織的な広聴活動の推進 　　　発揮 ４４　第三セクター等の経営健全化の促進

　９　移動市長室の充実 新 ３２　政策調整会議等の見直し ４５　電子自治体構築に向けた推進

１０　市民アンケートシステムの導入 ４６　公共事業コスト構造改善プログラムの

１１　効果的な広聴機会の研究 ３３　施策体系と連動した組織再編 　　　策定・推進

新 ３４　事務分掌の見直し ４７　入札・契約制度の見直し

　３　組織的な広報活動の推進【再掲】 ４８　市税等の徴収率の向上

　６　ホームページの充実【再掲】

１２　コンプライアンス(法令等遵守)の推進 ４９　人事評価制度の構築と推進

５０　チャレンジ制度の推進

１３　協働推進プランの推進 ５１　プロフェッショナルの育成

新 １４　地域活動と市民活動の連携強化

１５　団体事務局業務の見直し ５２　職員研修の充実

１６　地域活動に対する職員参加の促進 ５３　市民応対の質向上策の強化

新 ５４　働きやすい職場環境の整備

１３　協働推進プランの推進【再掲】

１７　地域計画の策定支援 ５５　総人件費改革の継続（給与・職員手当

新 １８　地域づくり協議会の充実支援 　　　等の見直し）

新 １９　地域づくり支援組織の設置 ５６　多様な人材の活用

新 ２０　地域づくり交付金制度の充実 ２８　職員数の適正化【再掲】

新 ２１　新たな地域自治組織の研究

２２　民間化推進実行計画の策定・推進

２３　民間活用方法の研究

２４　指定管理者制度の充実

 まちづくり構想の共有化

マネジメント機能の充実

施策目的に応じた組織づくり

行政評価システムの浸透

民間活用の推進

市民活動・地域活動の促進

協働推進体制の整備

人事制度改革の推進

 職員研修と職場環境の充実

 多様な人材活用と総人件費のバランス

市政の透明性の確保

 資源配分システムの構築

業務執行体制の整備

山口市行政改革大綱推進計画<改訂版>項目一覧

中長期的な財政運営の健全化

広聴機会の拡充

情報提供の推進

地域内分権に向けた体制整備

基本方針

　　　　　　『自立・協働によるまちづくりに向けた経営基盤の改革』
　　　　　～「自己決定、自己責任」の経営実現に向けて～
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Ⅰ協働によるまちづくりの推進 Ⅱ行政組織・体制の確立 Ⅲ行政経営システムの確立

基本理念
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用　語　解　説

ページ 用 語 解 説

4 ＮＰＯ
非営利団体（Nonprofit Organization）　政府や私企業とは独立した存在で、市民・民
間の支援のもとで様々な社会貢献活動を行うボランティア団体や、市民活動団体などの総
称をいう。

6 三位一体の改革
国と地方の税財政の仕組みを変えるため　(1)国庫支出金の削減 (2)税源の地方移譲 (3)地
方交付税の見直しを同時に実施することによって地方分権を推進しようとした改革をい
う。

6 義務的経費

性質別経費のうち義務的・非弾力的性格の強い経費で、一般には人件費、扶助費及び公債
費のことをいう。人件費は経常的に支出が予定されるものであり、扶助費は法令の規定に
よって支出が義務づけられている。公債費については、負債の償還に要する経費であり、
いずれも任意に節減できないもの。

6 経常収支比率
地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源の
うち、義務的経費の占める割合をいう。地方自治体の財政構造の弾力性を判断するための
指標として用いられる数値で、それが大きいほど財政が硬直化した状況といえる。

8 ボトムアップ
指令や命令によってではなく下からの意見を上部へ汲み上げ、現場による提案を採用する
こと。反対語：トップダウン

18 アクセシビリティ
情報やサービスなどの利用のしやすさをいう。高齢者や障がい者を含め、アクセスした誰
もが自由に情報を共有できる環境づくりが求められている。

18 ツール
例えば、市報やまぐちをはじめ、市長記者発表やホームページの活用、市政情報番組な
ど、物事を伝えるための手法、道具をいう。

19 パブリックコメント
市民生活に広く影響を与える市の重要な計画などの形成過程を公表し、広く市民のみなさ
んの意見や提案を募集し、提出された意見等を踏まえた状況等を公表することをいう。

20 コンプライアンス 法律や社会的な倫理・規範を守って行動する法令遵守という考え方をいう。

21 地域コミュニティ
消費、生産、労働、教育、衛生・医療、遊び、スポーツ、祭り等に関わり合いながら、住
民相互の交流が行われている地域社会、あるいはそのような住民が集まった団体のことを
いう。

23
ＰＦＩ

（Private Finance
Initiative）

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力等を活用して行う手法をい
う。国や地方公共団体等が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスの提供が
できると考えられている。

24 ライフスタイル 生活の様式や人間の人生観、価値観等を反映した生き方をいう。

26 ワーク・ライフ・バランス
仕事と生活の調和のことをいう。一人ひとりが仕事上でやりがいや充実感を持ちながら働
く一方で、家庭や地域生活等においても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応
じて、多様な生き方を選択・実現できる様をいう。

26 マネジメント 適切な管理、戦略、計画等によって目標を効果的に達成することをいう。

32 セクシャルハラスメント
相手の意に反する性的な言動で、個人としての尊厳や名誉、プライバシーなどを侵害する
行為をいう。

32 パワーハラスメント
職権などの権力差を背景に、本来の業務の範疇を超えて継続的に人格と尊厳を傷つける言
動をいう。




